
第２３回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年４月２８日（火） １７時３０分 

場 所：災害対策本部室（本庁舎３階） 

 

１ 開会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 協議事項 

（１） 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１０回）の概要について 
（２） 各部局の対応について（緊急事態宣言延長・解除の対応） 

 
４ その他 

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る鳥取砂丘周辺駐車場の閉鎖について 

（２） 道の駅「神話の里白うさぎ」及び気高遊漁センターの駐車場の閉鎖について 

（３） 第56回鳥取しゃんしゃん祭及び第67回市民納涼花火大会の中止について 

 

５ 閉会 

 

 

1



1

2



2

(4/27

4/10 1 4/18:2

PCR 4/27 1,003

8,358 80 37 110

4/26

3



   

 
         

4/6 4.3 18.5 1.3 8.2 9.1 19.2% 6.3

4/13 3.3 32.3 0.8 14.0 15.3 32.6% 13.5

4/20 9.0 43.7 17.7 16.0 21.4 44.2% 4.2

4/4 5 12.6 16.6 17.0 4.4 19.6 18.8% 5.0

4/11 12 25.9 51.3 48.3 13.3 29.4 37.8% 9.4

4/18 19 26.6 54.9 27.0 18.1 41.6 59.8% 12.0
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総務部の対応総務部の対応

項目 延⾧ 解除

市有施設等の休業、貸館
中止の方針について

国が定める期限に合わせ、休
業、貸館中止を延⾧する。

①解除日より開業・貸館開始
できるものとするが、具体的な
開業日・貸館開始日について
は各施設の判断とする。
②開業・貸館開始する場合に
おいても、３密の回避等の必
要な対策は、利用者の協力
も得ながら、当面の間継続す
る。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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危機管理部の対応危機管理部の対応

項目 延⾧ 解除

イベントの中止の方針 原則として中止又は延期
を継続。

基本的な考え方いずれかに該
当する場合は中止又は延期
を検討する。
基本的な考え方
○不特定多数が参加し、効
果的な感染防止対策が困難
○重症化の恐れが高い人の
参加
○中止や延期により市民に大
きな支障や不利益が生じない

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 延⾧ 解除
【政策企画課】
イベントの取りまとめ 全庁のイベントの中止・延⾧・実施の取りまとめ

【広報室】

速・確実な周知

緊急事態宣言延⾧に伴う
関連情報の周知

緊急事態宣言解除に伴う関連情
報の周知

【文化交流課】
所管施設（わらべ館、

臨時休業措置

市有施設等の休業、貸館
中止の方針に従い実施
〇指定管理者への連絡
〇市 等への周知
〇休館中の指定管理者との
連絡調整

市有施設等の休業、貸館中止の
方針に従い実施
〇指定管理者への連絡
〇市 等への周知
※３密防止等に最大限配慮しつつ、展
示・貸館室利用を再開。主催イベント
等については、原則中止・延期。

【情報政策課】
テレワークの準備 テレワーク環境（モバイルPC、Web会議）の増強

【情報政策課】
行政手続きオンライン
化のさらなる推進

（4/27開催 第２回情報化推進本部会議確認事項）
○オンライン化すべき手続きの追加洗い出し
○対象手続きの業務フローの見直し、確定
○対象手続きのオンライン様式の作成と順次拡充

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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市民生活部の対応市民生活部の対応

項目 延⾧ 解除

【市民課】
平日夜間・休日（土・日・
振替休日）窓口業務の
休止期間の延⾧

市民総合窓口で、平日夜間
及び休日に行っている業務を
国が定める期間まで休止。
※ただし第2・第4日曜日は開
庁。閉庁時の戸籍に関する届
出は、警備員室で受領

市民総合窓口で、平日夜間
及び休日に行っている業務に
ついて、毎週火曜日夜間と第
2・第4日曜日は開庁。閉庁
時の戸籍に関する届出は、警
備員室で受領

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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福祉部の対応福祉部の対応

項目 延⾧ 解除

放課後等デイサービスの対
応

学校が臨時休業を延⾧した
場合、感染の予防に留意した
うえで、引き続き午前中からの
開所を依頼する。

学校が再開された場合、通常
のサービス提供に戻す。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 延⾧ 解除

◆保育園等の対応
県の要請内容を踏まえた上で、
登園自粛の協力要請期間の
延⾧を検討。

県の対応を踏まえた上で、登
園自粛の協力要請の解除を
検討。

収去検査業務の実施に
ついて
（食品等の抜打ち検査）

検査の延期等を継続する。
【理由】
検査機関の１つがPCR検査
を実施しており、検査機関の
業務負担を軽減するため。

検査の延期等を継続する。

※再開の時期等については総
合的に勘案して判断する。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

関連施設（鳥取砂丘ビジ
ターセンター、まちパル鳥取、
駅構内の観光案内所及び国
際観光客サポートセンター）
閉鎖の継続

関連施設（鳥取砂丘ビジ
ターセンター、まちパル鳥取、
駅構内の観光案内所及び国
際観光客サポートセンター）
閉鎖を解除し、通常営業

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

鳥取市関西事務所の閉鎖及
び職員の自宅待機の継続

鳥取市関西事務所の閉鎖及
び職員の自宅待機を解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

「麒麟のまち関西情報発信拠
点」の閉鎖の継続

「麒麟のまち関西情報発信拠
点」の閉鎖を解除し、通常営
業

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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農林水産部の対応農林水産部の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

国の緊急事態宣言が解除さ
れるまで、農林水産部所管の
農産物加工施設等の休業を
継続する。

農産物加工施設などの主に
市民が利用する施設は、３
密の防止等、感染防止対策
を前提として開業する。
県外・市外の利用が想定され
る一部の施設（安蔵森林公
園、クレー射撃場など）は、
近県の解除状況により判断す
る。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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都市整備部の対応①都市整備部の対応①

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣
言の継続・解
除の対応

〇パレットとっとり「市民交流
ホール」の休業 及び まちなか
居住体験施設『Kari巣mai』
（かりずまい）の受入れ休止を
延⾧する

〇左記施設の休業等につき、
県内及び市内の新型コロナウイ
ルスの発症者等の状況を踏まえ
て再開を検討する

〇鳥取大学前駅の待合用椅
子、青谷駅バス待合所、鳥取
駅前広場の喫煙所の使用禁
止措置を延⾧する

〇鳥取駅北口地下道エスカ
レーター、階段手摺の消毒(2
回/日)の延⾧実施

〇鳥取駅前広場の喫煙所の使
用禁止措置は解除する
〇鳥取大学前駅の待合用椅
子、青谷駅バス待合所の使用
禁止措置は5月末まで延⾧する
〇鳥取駅北口地下道エスカ
レーター、階段手摺の消毒は継
続実施

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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都市整備部の対応②都市整備部の対応②

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣
言の継続・解
除の対応

〇公園等のスポーツ施設・屋内施
設の利用受付及び施設利用の中
止、並びに屋内施設への立入禁止
措置を延⾧する

〇公園等のスポーツ施設・屋内施
設の利用受付及び施設利用の中
止、並びに屋内施設への立入禁止
措置は当面の間、延⾧する

〇市営住宅集会所の使用中止措
置を延⾧する

〇市営住宅集会所の使用中止措
置の解除について、他の施設の状況
を見ながら検討する

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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教育委員会の対応教育委員会の対応

項目 延⾧ 解除

小・中学校の休校に
ついて

県の方針を踏まえ、本市の小・
中・義務教育学校の臨時休業の
延⾧を検討する。

本県における感染の拡大が
確認されていなければ、令和
２年５月７日（木）から学
校再開

放課後児童クラブの
対応について

学校の臨時休業を延⾧した場合、
感染の予防に留意した上で、受
け皿として対応できる体制を整え
るよう努める。
※学校の一時預かりについては、
これまでと同様の対応。

令和２年５月７日（木）
から学校が再開された場合、
同日から通常運営

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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市立病院の対応市立病院の対応

項目 延⾧ 解除

医療提供体制の確保

連休中は、例年の通常の日直、当直体制に加え、保健所との
連絡担当看護師を配置するとともに、保健所からの依頼に対
応するための医師、看護師、事務職員の出勤体制を整備する。
今後、状況の変化を見ながら、土日の対応も必要かどうか検
討を行う。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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水道部の対応水道部の対応

項目 延⾧ 解除

職員の健康管理等
・不要不急の外出の自粛の
継続
・職員の健康管理の継続
・公務出張の制限等の継続

飛沫感染の防止

・料金支払い窓口、給水装
置工事の申込み窓口などのカ
ウンターに仕切りボードの設置
を継続
・庁舎内でのキープ・ディスタン
スの継続

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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市議会の対応市議会の対応

項目 延⾧ 解除

行政視察の実施及び他
市からの受け入れの中
止

当面の間、継続 当面の間、継続

本会議、委員会等の傍
聴の自粛要請

当面の間、継続 当面の間、継続

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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国府町総合支所の対応国府町総合支所の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

○市有施設の利用について、
本市の対応方針を市民をはじ
め利用申込者や施設関係者
へ伝える。

○市有施設の利用について、
本市の対応方針を市民をはじ
め利用申込者や施設関係者
へ伝える。

○宣言の継続・解除にかかわらず、国府地域の音声告知放送
により、市民へ感染防止の注意喚起を継続して行う。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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福部町総合支所の対応福部町総合支所の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

○施設利用、イベント等の方針について、本部の決定事項の
周知徹底を図る。
○感染防止対策について、宣言の継続・解除にかかわらず、市
民、職員への注意喚起を継続して実施する。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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河原町総合支所の対応河原町総合支所の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

対し、迅速に周知を図る。

※なお、手指消毒などの感染予防対策は従来通り徹底
する。

◆情報提供・共有 河原町あゆ祭りの開催について4/27に中止と決定した。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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佐治町総合支所の対応佐治町総合支所の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

現在対応している感染防止
対策等を継続して実施する。

現在対応している感染防止
対策等を継続して実施する。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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青谷町総合支所の対応青谷町総合支所の対応

項目 延⾧ 解除

◆緊急事態宣言継続・
解除の対応

・各地区公民館へ事業及び
貸館休止延⾧について連絡

・市有施設（学校開放事業・
青谷町コミュニティセンター）
利用予定者へ個別連絡

・音声告知放送による広報

・臨時休館延⾧のチラシ等の
掲示

各地区公民館へ事業及び貸
館休止解除について連絡

・市有施設（学校開放事業・
青谷町コミュニティセンター）
利用予定者へ個別連絡

・音声告知放送による広報

・臨時休館のチラシ等の撤去

※支所等来庁者へ手指消毒
徹底等の対応は継続。

①対策本部

緊急事態宣言延⾧・解除の対応等
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１ 新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る鳥取砂丘周辺駐車場の閉鎖について 
 

 鳥取県が新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、ゴールデンウィーク期間中の都道府県をまた

ぐ人の移動を抑制する観点から、鳥取砂丘周辺など県内３か所（大山寺周辺、白壁土蔵群周辺）の観

光地の駐車場の封鎖を要請しました。 

 これを受け、鳥取大砂丘観光協会（会長 山根弘司※砂丘フレンド代表取締役）は、本日総会を開

催し、鳥取砂丘駐車場や砂の美術館展望駐車場をはじめ、周辺主要店舗の駐車場を４月２９日（水）

から５月６日（水）までの間、閉鎖することとしました。 

 なお、砂丘周辺の店舗も５月６日（水）まで臨時休業（一部店舗を除く）することも併せて決定さ

れました。 

 

①閉鎖期間 

令和２年４月２９日（水）から令和２年５月６日（水）までの終日 

 

②場所 

鳥取砂丘周辺店舗駐車場（鳥取市福部町湯山） 

  ・鳥取砂丘駐車場 

  ・砂の美術館展望駐車場 

  ・周辺主要店舗（砂丘センター、砂丘会館、砂丘フレンドなど）の駐車場 

 

③その他対策 

   市民の生活交通を維持・確保するため、砂丘周辺に警備員を配置し、違法駐車等の防止に努め

るとともに、看板、スピーカー等で啓発にも取り組みます。 

   なお、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から臨時駐車場の開設、シャトルバスの運行

は行わないこととします。 

 

 

２ 道の駅「神話の里白うさぎ」及び気高遊漁センターの駐車場の閉鎖について 

ゴールデンウィークにサーファーの来訪が懸念されるため、国土交通省鳥取河川国道

事務所は４月２７日、道の駅「神話の里白うさぎ」駐車場（国交省所管）の閉鎖を決定

しました。 

これを受け、道の駅に隣接する本市所管の駐車場及び気高遊漁センターの駐車場も閉

鎖することとします。 

閉鎖期間：４月２８日（火）～５月６日（水） 

※道の駅のトイレは引き続き利用可能。（白兎神社鳥居前に一部乗降スペース有り） 

※国道 9号に路上駐車が発生した場合は、国土交通省が対応予定。 

 

 

３ 第 56 回鳥取しゃんしゃん祭及び第 67 回市民納涼花火大会の中止について 

  第 56回鳥取しゃんしゃん祭の前夜祭（８月１３日）、一斉傘踊り（８月１４日）につ

いては、新型コロナウィルス感染症の収束が見通せないことから、鳥取しゃんしゃん祭

振興会の臨時総会（書面議決）で、踊り子をはじめ振興会会員の意見をふまえて、中止

とすることを決定しました。 

また、鳥取しゃんしゃん祭振興会と㈱新日本海新聞社の共催事業であります第６７回

市民納涼花火大会についても、中止となりました。 

令和２年４月２８日 

観光・ジオパーク推進課 
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